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プラスチック容器の収集説明会

プラスチック容器をプラスチック容器を
出す時のルールブック出す時のルールブック
プラスチック容器をプラスチック容器を
出す時のルールブック出す時のルールブック
プラスチック容器を
出す時のルールブック

資源として出せないもの資源として出せないもの資源として出せないもの資源として出せないもの資源として出せないもの資源として出せないもの
（袋などフィルム状のもの、マヨネーズなどのチューブ状のもの、硬質でも汚れが落とせないもの）（袋などフィルム状のもの、マヨネーズなどのチューブ状のもの、硬質でも汚れが落とせないもの）

資源として出せないもの
（袋などフィルム状のもの、マヨネーズなどのチューブ状のもの、硬質でも汚れが落とせないもの）

資源として出せるプラスチック容器資源として出せるプラスチック容器資源として出せるプラスチック容器資源として出せるプラスチック容器資源として出せるプラスチック容器資源として出せるプラスチック容器
（硬質プラスチック（硬質プラスチック（硬くて形のあるもの）（硬くて形のあるもの）で汚れの無いもの）で汚れの無いもの）
資源として出せるプラスチック容器
（硬質プラスチック（硬くて形のあるもの）で汚れの無いもの）

市では、今までの分別収集に加え、４月からプラスチック容器などを資源として収集します。収集したプラスチック容器は、

リサイクルセンターで約１立方メートルのブロック状にプレスし、日本容器包装リサイクル協会の指定する業者に引き渡します。

その後、再生プラスチックとして、公園のベンチや文房具などに再利用されます。収集するプラスチック容器は、下記のとおり

です。出し方のルールを守って集積所に出してください。なお、シャンプーや洗剤のボトルは、スーパーマーケットや公共施設

で拠点回収を続けて行います。

〈目的〉

プラスチック容器を分別するこ

とで、燃えないごみを減らし、資

源をリサイクルすることができま

す。また、埋め立てごみの量も減

らすことができます。

第１条　いつ出すの？

不燃性資源の日

（ビン・カン・ペットボトルの日）

西地区：月曜日

東地区：水曜日

第２条　どこに出すの？

ごみ・資源集積所

第３条　何を出すの？

第４条　どうやって出すの？

市では、プラスチ

ック容器の収集説

明会を行っていま

す。今後の日程は

右表のとおりです。

汚れたカップめん

の容器や、弁当の

プラスチック容器

は、燃えないごみ

の日に出そう。

ボトル類

※ふたはとって燃えないごみへ。プラスチック容器は同じ袋に入れて出す。

卵のパック プラスチックの容器
（豆腐の容器など）

プラスチックの中敷

包装用フィルム

白色トレイ

色つきトレイや
弁当の容器

カップ類やソース、歯磨
きなど汚れのひどいもの

燃えるごみ 燃えないごみ

公共施設・
スーパーなどで
回収しています

出し方のルール
１　中身を空にする
（使い切る）

２　ボトルはよくすすぎ、
ふたをはずし、乾かす
（ふたは、燃えないごみ）

３　ペットボトルなどとは別　　
の袋に入れて、集積所に
出す

マナーを守って、ごみ・資源の回収にご協力お願いします

プラスチック容器は、よ

く洗って出してください。

また分別されていない場

合、黄色い「警告シール」

をはり、収集しないで置い

ていくことがあります。き

ちんと分別して出し直して

ください。


